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主任技術者又は監理技術者の「専任」の明確化について（協力依頼） 

 

平素は、本会の活動につき格段のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、標記につきましては、平成 30 年 12 月 6 日付全建事発第 099 号「主任

技術者又は監理技術者の「専任」の明確化について」にて通知しておりますが、

現在も「現場専任であるため研修に参加出来ない」と誤解されている方が多く

見られるため、国土交通省 土地・建設産業局建設業課より広く周知・広報す

るためのバナーを別添のとおり作成したとの連絡がありました。 

つきましては、貴会で開催される研修、講習、試験等の案内時にご活用いた

だくなど、周知・広報にご協力賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

 
 

以 上 
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